
「個別最適化学習用プラットフォーム利用ライセンスの調達」質問及び回答一覧

質問内容 回答案
見積書は、正本にのみ1部、製本する認識でよろしいでしょうか。
副本にも見積書を含める必要がありますでしょうか。
副本に含める場合は、会社名が分からないように作成すれば良いで
しょうか。

見積書は提案書の正本・副本には綴じ込まず、別に１部ご提出くださ
い。

受託者として選定いただいた後、詳細な契約条件につき協議させて
いただいたものの合意できず、やむなく契約締結に至らなかった場
合に、弊社に不利益（補償が必要だったり、以後の入札への参加が
制限されたりなど）はないとの理解でよろしいでしょうか。

双方が合意できず契約締結に至らなかった理由によります。「奈良県物
品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領」
（https://www.pref.nara.jp/12425.htm）に該当する場合のように、
理由によっては今後の入札への参加が制限されます。

受託者となった場合、弊社は、他社が提供する個別最適化学習用プ
ラットフォームの利用ライセンスを奈良県様に販売し、この個別最
適化学習用プラットフォームサービスの提供会社が奈良県様にサー
ビスを提供いたします。この場合、個別最適化学習用プラット
フォームサービスの提供会社は弊社の再委託先に該当しないとの理
解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

個別最適化学習用プラットフォームサービスの提供会社は、サービ
スの提供にあたり取得する利用者のサービス利用状況に関するデー
タを、個人を特定できない形に匿名化の上、集計・分析した統計
データについて、サービス向上または研究・開発の目的のために自
ら利用するとともに、弊社及びシステム構築またはコンテンツ制作
等の協力会社に提供する場合があります。また、利用者からの問い
合わせ対応、サポート等を目的として、本業務終了後一定期間、個
人情報及び奈良県様の登録情報を保有する場合があります。
差し支えないでしょうか。

お見込みのとおりです。なお、個人情報の取り扱いについては契約書案
第17条にあるとおりです。

資料のフォーマットや体裁についての規定がありますでしょうか。 本案件の公募型プロポーザル説明書及び提案書作成要領に記載されてい
ること以外にはありません。

地歴は、総合まで、理科は、基礎までで問題はないか？ 参加要件として問題ありません。

教科情報は必須になるか？ 必須です。


